
清水みなとインターネット支店ご利用規定 

 

本規定は、お客さまと清水銀行（以下「当行」といいます。）清水みなとインターネット支店（以下「当

店」といいます。）との間で、取引を行う場合の取扱いを定めたものです。お客さまが当店と取引を行

う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱

います。 

 

１．（適用範囲） 

（１）お客さまは本規定に基づき、清水みなとインターネット支店専用普通預金口座・定期預金口座を

開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。なお、取扱商品については、当行ホームペ

ージにてご確認ください。 

①普通預金取引 

②定期預金取引 

③当行所定のローン取引 

（２）当店との取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。 

 

２．（利用資格） 

（１）当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満 15 歳以上の個人の方で、補

助・保佐・後見開始の審判を受けていない方、任意後見監督人の選任がされていない方に限らせて

いただきます。 

（２）１．（１）①から③までの各取引を事業用にご利用することは出来ません。 

（３）お申込をされたお客さまが未成年の場合は別途親権者の同意書が必要となります。 

（４）当店での各種商品・サービス（以下、総称して各取引といいます。）のご利用にあたっては、各

取引にかかる規定にて利用資格を定めている場合があります。この場合前各項のほか、各取引にか

かる規定に定める利用資格を満たす必要があります。 

 

３．（取引の開始） 

（１）お客さまは当行所定のホームページに必要事項を入力のうえこれを当行に送信し、その後当行よ

り送付する所定の申込書に必要事項を記入のうえ必要書類を添えて提出することにより、当店との

取引を申し込んでください。当行がこれを受領し、認めた場合に、取引が開始できるものとします。 

（２）当店との取引開始に際しては、普通預金口座および定期預金口座を開設します。また普通預金口

座についてはキャッシュカードを発行いたします。 

（３）普通預金口座・定期預金口座の開設は、当行が別途認めた場合を除きお客さまお一人につきそれ

ぞれ一口座とします。また、口座開設にあたって、当行所定の手続きによりご本人様の確認をさせ

ていただきます。 

（４）お客さまがすでに取引をいただいている当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることに

より当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の当行本支店に変更す

ることはできません。 

（５）取引に関し作成された普通預金口座および定期預金口座は、第 5条に定めるしみずダイレクトバ

ンキングサービス（インターネットバンキングおよびモバイルバンキング）の対象口座として利用

登録されます。 

 

４．（印鑑の届出） 

（１）当店と取引を開始する際に、取引に使用する印章（以下「お届印」といいます。）による印鑑の

届出は原則不要とします。ただし、以下の取引をご希望される場合は印鑑の届出が必要となります。

なお、印鑑はお客さまお一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において

共通とします。 
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①カードローン取引（書面によるお申込みの場合） 

②口座振替取引 

③その他当行所定の取引 

（２）取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をも

って照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の

事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 

 

５．（当店との取引方法） 

（１）お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則、当店を

含む当行本支店の窓口での取引はできません。 

①しみずダイレクトバンキングサービスによる取引 

Ａ．携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器（情報提供サービス対応提携電話

機を含みます。）等による取引（以下「モバイルバンキング」といいます。） 

なお、モバイルバンキングでのお取引では一部ご利用いただけないサービスがございます。 

Ｂ．インターネットを通じたパーソナルコンピュータ等の端末機による取引（以下「インターネ

ットバンキング」といいます。） 

②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預払機（現金自動預金機、現金自動支払機

を含む。以下「ＡＴＭ・ＣＤ」といいます。）による普通預金取引 

③次に定める取引に限り、当行本支店の窓口で取扱いできるものとします。 

Ａ．口座解約時のご本人名義口座への振込・振替による払出 

Ｂ．しみずダイレクトバンキングサービスの限度額をこえるご本人様名義口座への振込・振替 

④その他当行が定めた方法による取引 

（２）各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に

従って取扱われるものとします。 

 

６．（個人情報の取扱） 

（１）当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言（プライバシ

ーポリシー）の通り、関係法令を遵守して適切に取り扱います。 

（２）当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定

の利用目的で利用します。 

 

７．（証券類の取扱） 

（１）当店は、手形、小切手等の発行はいたしません。 

（２）当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類の受入れはいたしません。 

 

８．（代理人カードの取扱い） 

当店は、第3条第2項に定める普通預金口座のキャッシュカードについて、代理人カードは発行しません。 

 

９．（マル優の取扱い） 

当店は、少額貯蓄非課税制度（マル優）の取扱いはできません。 

 

１０．（通帳・残高証明書等） 

（１）当店では、通帳の発行はいたしません。 

（２）取引残高および取引明細については、当行所定のしみずダイレクトバンキングサービス画面に当

日を含め 90営業日前まで表示しますので、取引の都度または一定期間毎に確認してください。 

（３）残高証明書の発行は、当行所定の方法による手続きが必要となりますので、当店にお申し出くだ

さい。なお、残高証明書の発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。 

（４）書面による取引明細は原則発行いたしません。 
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（５）当行所定の申込書に記入された住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任

を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により

紛争が生じても、当行は責任を負いません。 

 

１１．（定額自動送金サービス） 

（１）定額自動送金サービスのご利用を希望される場合は当行所定の方法により手続きが必要となりま

すので当店にお申し出ください。 

（２）定額自動送金サービスを利用して振込を行う場合は、お振込金額のほか、口座振替取扱手数料お

よび振込手数料が必要となります。振込手数料は定額自動送金サービス所定の手数料が適用されま

す。しみずダイレクトバンキングサービスの振込手数料と異なる場合がございますのであらかじめ

ご了承ください。 

 

１２．（諸手数料） 

（１）諸手数料については、当行が定める金額を、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに

引き落とすものとします。 

（２）当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当

行ホームページにより掲示することにより告知します。 

 

１３．（商品・サービス等の変更） 

（１）当行は、当店で取扱う商品・サービス等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更する

ことができるものとします。また、当該変更のために当行ホームページ等を一時利用停止にするこ

とがあります。 

（２）前項については、原則として、当行ホームページに掲示することにより告知します。 

（３）当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。 

 

１４．（通知および告知方法） 

（１）当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則当行所定のホームページへの掲示、届出の住

所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへの電子メール送信等により行います。 

（２）当行が届出の住所、氏名等に各種通知および告知を行った場合は、通信事情等の理由により延着

し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生

じた損害について、当行は責任を負いません。 

 

１５．（届出事項の変更等） 

（１）お届印、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合に

は、直ちに当行所定の方法により、当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が完了

した後に有効となります。 

（２）お客さまが当行に届け出た住所または電子メールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によ

り、お客さま以外の方の住所または電子メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた

損害については、当行は責任を負いません。 

（３）届出事項に変更があった場合、お客さまが変更の届出を行い、変更処理が完了するまでの間に、

変更が行われなかったことによりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（４）届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として返戻された場合、当行は通知

または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。ま

た返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。 

 

１６．（喪失の届出） 

（１）お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手

続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料
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をいただきます。 

（２）しみずダイレクトバンキングサービス規定に定めるログインパスワード、確認用パスワード等（以

下「パスワード等」といいます。）を紛失・漏洩・失念等した場合は、直ちに当行へ通知するとと

もに当行所定の手続きを行ってください。 

（３）前二項において、当行への通知以前に生じた損害については、別に定めがある場合を除いて当行

は責任を負いません。 

 

１７．（成年後見人等の届出） 

（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名

その他必要な事項を当行所定の書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等につい

て、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名そ

の他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）前２項の届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。 

 

１８．（解約） 

（１）当店の普通預金口座または定期預金口座を解約する場合には、次の各号に定める当行所定の方法

により解約するものとし、同時に当店における全ての取引を解約するものとします。 

①清水みなとインターネット支店での郵送による手続 

清水みなとインターネット支店あてに電話にて解約の申し出を行ってください。受付後、解約

に係る書類を送付しますので、必要事項を記入したうえで当行所定の本人確認書類を添えて清水

みなとインターネット支店あてにご返送ください。返送された書類を確認後、解約処理をします。

ただし、本条第 5 項の振込手数料について解約金から差し引きできない場合、未払いの手数料等

がある場合、またはローン取引に係る債務がある場合、キャッシュカードを紛失した場合等は、

即時に解約できないことがあります。 

また、解約金の振込先は、ご本人さま名義の口座に限るものとします。 

②当店および当行本支店窓口での解約手続き 

当行本支店窓口に解約の申し出を行ってください。当行所定の書類に必要事項を記入の上、顔

写真付の本人確認資料の提示、キャッシュカードをご提出ください。また、印鑑をお届けいただ

いている場合は押印をいただきます。本手続はご本人さまによるものに限らせていただきます。

なお未払いの手数料等がある場合、または、ローン取引に係る債務がある場合等は解約前にお支

払いください。 

（２）当店の普通預金口座・定期預金口座を残したまま、キャッシュカードのみの解約、しみずダイレ

クトバンキングサービスのみを解約することはできず、キャッシュカードまたはしみずダイレクト

バンキングサービスを解約する場合には、同時に当店における全ての取引を解約するものとします。

また、しみずダイレクトバンキングサービスの規定により解約事由が生じた場合は、次号の規定と

同様の方法により解約するものとします。 

（３）お客さまが以下の各号のいずれか一にでも該当した場合は、当行はお客さまに通知することなく、

当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。なお、この停止また

は解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、各取引の規定に別の定

めがある場合は、それに従うものとします。また、解約により当行に損害が生じたときは、その損

害額を支払ってください。 

①本規定、各関連規定に違反するなど、当行がお客さまとの取引を解約する相当の事由が生じたと

判断したとき 

②住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所

在が不明となったとき 

③支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき 

④成年後見が開始されたとき 
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⑤各種届出について当行に虚偽の申告をしたことが明らかとなったとき 

⑥預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によ

らず開設されたことが明らかになったとき 

⑦預金口座が公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき 

⑧当店に口座開設後、初回入金等が 1年間なかったとき 

⑨相当期間にわたり、各取引の利用がないとき 

⑩当行に支払うべき第 12条の手数料等の支払いがなかったとき 

⑪非居住者（日本国内に居住していない者）と判明したとき 

⑫キャッシュカードおよび「しみずダイレクトバンキングサービスご利用開始登録のご案内」等の

通知書が宛先不明、保管期間経過等により当行に返却されたとき 

⑬各取引がお客さまの事業用に利用されたとき 

⑭前各号のほか、当行が停止または解約を必要とする相当な事由が生じたとき 

（４）前項による解約時に預金等の残高がある場合は、当行所定の方法に従い、お客様が指定する金融

機関へ振込むことにより、当行はお客様に対する当店との取引に関する責任を免れることができる

ものとします。また、お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それら

をお支払いいただいた後に手続きをいたします。 

（５）前項の振込に関しては、当行所定の振込手数料相当額を振込金額から差し引き、振込手数料に充

てるものとします。 

（６）各取引が解約後に実施されるものである場合、解約に基づき、各取引の提供を取り止めます。 

 

１９．（免責事項） 

当行は以下の事由により生じた損害については責任を負いません。 

（１）当行が当行所定の方法により本人確認を行ったうえで取り扱った場合において、偽造、変造、盗

用、当行の責によらないパスワード等の不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害 

（２）当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、

システム、端末機、通信回線等の障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために

生じた損害 

（３）当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、

通信経路において盗聴などがなされたことにより、暗証番号や取引情報が漏洩したために生じた損

害 

（４）災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、裁判所公的機関の措置等やむを得ない事由が

あったために生じた損害 

（５）当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害 

 

２０．（譲渡・質入れの禁止） 

普通預金および定期預金、契約上の地位、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れ

その他第三者に権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 

 

２１．（規定の準用） 

（１）当店との取引において、本規定に定めのない事項については、しみずダイレクトバンキングサー

ビス利用規定、清水みなとインターネット専用普通預金規定ほか当行が定めた各商品・サービスに

かかる関連規定により取り扱います。 

（２）本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。 

（３）各取引にかかる規定等については、当行ホームページ等への掲示により告知します。各規定が必

要な場合は、当店（フリーダイヤル（０１２０－４３２８９－３））に請求してください。 

 

２２．（規定の変更） 

（１）本規定は、法令の変更、金融情勢の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、
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当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものと

します。 

（２）前項（１）の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

（３）前項（１）の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。 

 

２３．（準拠法および管轄裁判所） 

（１）本規定の準拠法は日本法とします。 

（２）本規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所

とします。 

以 上 

 

2020年 4月 1日現在 
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